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「緊急事態宣言」の解除及び「まん延防止等重点措置」発令を踏まえた教育活動について 

（短縮授業および時差登校の解除について） 
 
 
 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，また，長期にわたる新型コロナウイルス感

染拡大防止の取組についても，ご理解・ご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

さて，京都府に「まん延防止等重点措置」が発出されて以降，通学区域が広範で公共交通機関を利用

する生徒が多いという本校の実態を踏まえ，始業時間を繰り下げるとともに終業時間を繰り上げ，時差

登校を実施し，短縮４０分授業で教育活動を行って参りました。このほど京都府への緊急事態宣言が解

除されることを受け，本校においては，６月２１日（月）から時差登校を解除し，通常の時間帯で教育

活動を行います。 

ただし，引き続き令和３年７月１１日までを期限とする「まん延防止等重点措置」が要請されていま

すので，通学時のマスク着用や人込みを避けるなどの基本的な感染予防策の徹底した上で通学時の感染

リスク低減に努めます。引き続き，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を徹底しながら，学

校教育活動を展開して参りますので，ご理解とご協力の程，お願いいたします。 

 

記 

 

１ 当面のタイムスケジュールについて 

 ６月２５日（金）  ６限 ３年生第１回高校オリエンテーション 

 ７月 ３日（土）  高校進学者保護者説明会 

 ７月１２日（月）  三者懇談会（～１９日） 

 ７月２１日（火）  夏季休業開始 

 

 ＜時差登校期間＞ ～６月１８日（金） ６月２１日（月）～ 

朝学活 ９：２５～ ８：３０～ 

授業時間 ４０分 ５０分 

 

生徒下校 完全下校 １７：１５ 

〔月曜のみ １７：３０〕 

完全下校 １７：１５ 

〔月曜のみ １７：３０〕 

欠席連絡について 
 

 

〇Web連絡の場合 

 当日朝 9:00 まで 

 

〇電話連絡の場合 

当日朝 8:30 以降 

 

〇Web連絡の場合 

 当日朝 8:15 までにお願いします。 

  

〇電話連絡の場合 

当日朝 8:00 以降にお願いします。 

極力 8:00～8:15 の間にご連絡下さい。 

 

電話応対時間 平日 ８：３０～１８：３０ 平日 ８：００～１８：３０ 

 

 

 

 



２．具体的な教育活動について 

 

（１）緊急事態宣言発令中に一時的に停止していた「感染のリスクが高い学習活動」（５月３１日付お

知らせ文に掲載）については，その必要性を十分に精査し，教育上，実施することが必要と認めら

れる場合について，「３つの密」の回避の徹底等の感染症対策を講じた上で実施します。その際，

文科省作成「学校教育活動を継続するためのチェックリスト」参照した上で感染症対策に万全を期

して行います。 

（２）校外活動については，重点措置期間中は「京都市内」の活動に限定しての実施となります。 

（３）市内外から講師等を招いて実施する活動や地域・関係団体と連携した校内での活動等について，

重点措置期間中においては感染防止対策を講じた上での実施となります。 

 

３ 部活動について 

 

以下のとおりの取り扱いとなりますが，詳細は後日お知らせします。 

 

期間 内容 

６月21日（月）～７月２日（金） 

活動場所は校内限定とするが，活動時間は部活動ガイドライ

ンに記載された通常の時間とする。大会参加の要件は公的な

大会とし，全国・近畿等につながる大会に限定しない。 

７月３日（土）～７月11日（日） 対外的な活動や宿泊は，府内に限り認める。 

７月12日（月）～ 府外での活動や宿泊を認め，通常の運営とする。 

  

 

４．その他健康観察など（再掲） 

 

（１）毎日，お子様の体温を測定し，発熱や咳などの風邪の症状はないか等，健康観察を行い，その結果を

登校前にmoodleの「健康観察」にご入力ください。（発熱等，体調不良の場合は，登校を控え，学校へ

連絡してください。） 
 

（２）引き続き，感染症対策の徹底と実践（マスク着用，手洗い・うがい，密閉・密集・密接を避ける等）

に努めていただくとともに，不要不急の外出や感染リスクの高い活動は控えていただきますようお願い

いたします。 

（３）ご家庭において，次のような状況が起こった場合は，速やかに学校（電話８４１－００１０）へ

連絡してください。また，保健所等からお子様の自宅待機について要請があった場合は，登校を控

えていただきますよう，ご協力をお願いします。 

 
          

 

 

 

 

 

＊本校から生徒・保護者の皆様へ緊急に連絡が必要になった場合には，生徒に対しては，moodleで，保護 
者に対しては，PTA配信メール・ホームページで連絡いたします。 

○お子様が，検査などにより新型コロナウイルス感染症と診断された 

○お子様や同居されているご家族に感染の疑い（疑似症）があり，検査を受けるよう医師等から言われ

た 

○ご家族などが感染され，お子様や同居されているご家族が濃厚接触者として検査や経過観察が必要で

あると医師等から言われた 

 


